
新たな土地境界確定制度の概要

境界確定手続の開始

　事務局
土地の境界の専門家
である調査官

　事務局
土地の境界の専門家
である調査官

登記の処理
（地図訂正・地積更正等）

境界確定登記官に対する
抗告訴訟

（登記事務との連携）
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境界紛争

境界確定登記官に
よる境界確定処分

（行政処分）

l　職権による調査・資料収集
l　専門家（弁護士，土地家屋
　　調査士等）の活用

法務局による
地図作製等

職権による境界確定の
必要性の探知　　　　　

土地所有者からの
境界確定の申請

公告・土地所有者への通知等

※管轄の登記所へ

所有権の　　
紛争について
の調停

成立

境界確定委員会

登記の処理
（分筆・所有権移転等）


